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ア 制 度 ・ 業 務 の 現 状
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■ 業務の目的・概要

■ 公共放送ＮＨＫの事業収入の９７％を占める受信料収入
を確保し、受信料の公平負担を徹底して、特定の利益や
視聴率に左右されない多様で良質な番組の放送を実現します。

◆ ＮＨＫの受信料契約収納業務の目的

（平成１９年度予算）

受信料収入
６,１３０億円

◆ 受信料契約収納業務の概要

■ ＮＨＫの放送を受信できるテレビを設置した方にお会いして、受信契約を結んでいただき、
口座振替や訪問集金などの方法により支払われる受信料を収納します。

■ 地上放送のみを受信できる方には地上契約を、衛星放送を受信できる方には衛星契約を
結んでいただきます。住所を変更された方からは住所変更届を取り次ぎます。

◆主な関係規定

■契約の義務： ＮＨＫの放送を受信できる受信設備を設置した方は、ＮＨＫと受信契約を締結
していただく義務 （放送法第３２条）

■放送受信料支払いの義務： 受信契約者は、契約種別・支払区分に従い、受信料を口座振替、
継続振込、クレジットカード継続払または訪問集金によりお支払いいただく義務 （日本放送協
会放送受信規約第５条【総務大臣認可】）

◆ 受信料体系

事業収入 ６,３４８億円

９７％

■ 受信料額は、国会が毎年度のＮＨＫの収支予算を承認することによって定められます。

■ 受信料の支払方法や契約種別、契約単位などの受信料体系は、総務大臣の認可を受けた
「日本放送協会放送受信規約」に定められています。

■ 具体的には、別紙リーフレット「放送受信料についてのご案内」をご参照ください。 ３



面接できず 理解を得られず

■ 業務実施のフローと困難さ

発 見 面 接 説 得 契 約 請 求 収 納

転出／世帯合併／テレビ廃止転入／世帯分離／テレビ設置

全戸点検
台帳に契約のない世帯を
１軒１軒訪問して、テレビ設置
／転居の有無を確認

衛星放送については、受信確認
メッセージ(*)によるお申し出や
パラボラアンテナ等の設置から
確認して訪問

受信料制度
への理解を
求める

受信契約書
住所変更届

を受領

口座振替
ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ継続払
継続振込

訪問集金

受信料を収納

文書・訪問による
お支払いの勧奨

未契約
未 収

口座解約等

面接できず 理解を得られず

面接できず 理解を得られず発見できず

民事手続き

■ お客様と面接し、受信料制度への理解をいただいた上で、契約し受信料をお支払いいただ
くことを基本としています。面接できない、理解をいただけないといった場合は、未契約
または未収の状態が発生します。

■ 平成１８年１１月より民事手続きによる支払督促を行っています。
■ 誠心誠意ご理解を求め、それでもなおお支払いいただけない場合の最後の方法として実施。

受信料特別対策
センターによる請求

理解を得られず

＊ＢＳデジタル放送のテレビ画面にＮＨＫへの連絡をお願いするメッセージを表示し、
ご連絡があると住所・氏名をうかがいメッセージを消去

解 約
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営業局

ＩＴ営業推進センター

営業推進センター

首都圏営業推進センター

中央営業センター

池袋営業センター

上野営業センター

新宿営業センター

西東京営業センター

[本部]

法人営業センター

<関東甲信越>

長野放送局

松本支局

新潟放送局 甲府放送局 横浜放送局 前橋放送局 水戸放送局 千葉放送局 宇都宮放送局 さいたま放送局

横浜西口営業センター

かながわ西営業センター

かながわ東営業センター

船橋営業センター 大宮営業センター

川越営業センター

<近畿地方>

大阪放送局 京都放送局 神戸放送局 和歌山放送局 奈良放送局 大津放送局

中央営業センター

天王寺営業センター

堺営業センター

千里営業センター

尼崎営業センター

姫路支局

<東海・北陸地方>

名古屋放送局 金沢放送局 静岡放送局 福井放送局 富山放送局 津放送局 岐阜放送局

中央営業センター

名古屋駅前営業センター

豊橋支局

浜松支局

<中国地方>

広島放送局 岡山放送局 松江放送局 鳥取放送局 山口放送局

福山支局

<九州地方>

福岡放送局 北九州放送局 熊本放送局 長崎放送局 鹿児島放送局 宮崎放送局 大分放送局 佐賀放送局 沖縄放送局

<東北地方>

仙台放送局 秋田放送局 山形放送局 盛岡放送局 福島放送局

郡山支局

青森放送局

<四国地方>

松山放送局 高知放送局 徳島放送局 高松放送局

<北海道地方>

札幌放送局 函館放送局 旭川放送局 帯広放送局 釧路放送局 北見放送局

新札幌営業センター

室蘭放送局

＜都内営業センター＞

（ ）

（ ）

◆事業所数 ７６（本部を除く）

■ 業務実施にあたっての全体の組織体系

業績確保の推進・管理、業務委託先の育成・管理、視聴者情
報管理、受信料制度理解促進活動等を実施

職員（常勤） １,２１８人

役 割配置人員（１９年度予算）
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■ 業務量等に関する指標の実績

＋２０＋０．３▲４４増 加 数 (a)-(b)

２６９２６７２６１減 少 数 (b)

２８９２６７２１７取 次 数 （a)

１９年度（計画）１８年度（決算）１７年度（決算）

（万件）◆受信契約取次件数（年間）等の推移

（４５４）（４５１）（４７９）（うち外部委託関連経費）

７６１７６９８１９契約収納関係経費 (A)+(B)

１６８１７１１７９職員人件費等 (B)

５９２５９７６４０契約収納費 (A)

１９年度１８年度１７年度

◆契約収納関係経費（予算）
（億円）

６

（ａ）取次数 … 新規契約の取次、住所変更届の取次
（ｂ）減少数 … 受信機廃止や同居、転居先不明による契約減少、住所変更届による旧住所での契約減少



未契約状態
1,086万件
（推 計）

未収者 298万件

契約対象
4,704万件
（推 計）

支払い者
3,320万件

1,384万件（推計）

契約数
3,618万件

■ 受信料の契約・支払い状況 －平成１８年度末－

支払い者７１％

不払い者２９％

口座振替
2,674万件
73.9%

ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ継続払
56万件 1.6%

継続振込
317万件 8.7%

訪問集金

571万件 15.8%

【支払方法別】

７



■ 業務の実施を規制する現行法及び関連条項並びに規制の概況

■ 放送法第９条の３では、ＮＨＫが定める業務委託基準に従う場合に限り、ＮＨＫの業務の一部を

他に委託することができるとしています。受信料の契約収納業務も、この条文に基づき、民間事業

者等に業務委託しています。

■ お支払いいただけない場合はいずれ支払督促を申し立てることを前提とした未収受信料の請求

や、支払督促申立ての手続きについては、弁護士法第７２条（非弁護士の法律事務の取扱い等の

禁止）に抵触するため、職員でなければ実施できません。

◆主な関係規定

■ 放送法第９条の３ 協会は、第９条第１項の業務又は第３３条第１項若しくは第３４条第１項の規定によりその行う業務
（次項において「第９条第１項の業務等」という。）については、協会が定める基準に従う場合に限り、その一部を他に
委託することができる。

２ 前項の基準は、同項の規定による委託をすることにより、当該委託業務が効率的に行われ、かつ、第９条第１項の
業務等の円滑な遂行に支障が生じないようにするものでなければならない。

３ 協会は、第１項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届けなければならない。これを変更したと
きも、同様とする。

■ 業務委託基準第１条 この基準は、放送法第９条の３の規定に基づき、日本放送協会が次に掲げる業務の一部を協
会以外の者に委託する場合について適用する。
（１） 放送法第９条第１項の業務
（２） 放送法第３３条第１項又は第３４条第１項の規定により協会が行う業務

同第２条 協会は、前条第１号又は第２号の業務の一部を協会以外の者に委託する場合には、放送番組の編集に関
する自主性を堅持するとともに協会の公共放送としての目的達成に支障を来たさないものとする。

２ 協会が協会以外の者に委託する業務（以下「委託業務」という。）は、委託することが自ら実施するよりも経済性等に
おいて有利であり、委託することによりすぐれた成果を得られることが十分に期待されるものでなければならない。

８



イ 外 部 資 源 の 活 用 状 況
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（16%）４３万件

（98%）

（8%）

（74%）

（ 2%）

（88%）

（24%）

（11%）

（53%）

（12%）

２１万件１,２００人法人委託等

業務委託

２６１万件９,３５０人計

電話受付・
情報処理等

委託取次収納員 １９７万件

６万件

契約取次数（１８年度）

１,２１８人

人的パワー （１９年度予算）

職 員

２,５５０人

５,６００人

区 分

業務委託
８８％

職員 １２％
職員 ２％

業務委託
９８％

■ 業務委託の状況

*法人委託等の契約取次総数を、委託取
次収納員の１人あたり平均取次数で除
して要員数に換算（18年度）

** ｺｰﾙｾﾝﾀｰにおける電話受付、情報処
理業務対応のパート社員を含む
（18年度末）

*** 委託取次収納員休業時の支援、
教育訓練時の取次等

（*）

（***）

■ 受信料の契約収納業務は、人的パワーベースで８８％が、契約取次数ベースで９８％が、すでに

外部に業務委託されています。

（**）

１０



■ 委託業務の内容、形態、契約方法

ＮＨＫ営業サービス

（子会社）

その他

金融機関等

引越会社

不動産会社

ＣＡＴＶ事業者

電器店・量販店

日本郵政公社

ＮＨＫの制度・業務に関する
知識や理解が必要なため随
意契約

ＮＨＫから各企業等に提案し
たり、各企業からの提案を
受け付けたうえで、個別に委
託契約を締結

日本郵政公社法第19条第3
項の規定等に基づき契約

新聞・求人誌等で募集し、
面接・選考のうえ契約

契約方法

契約・住所変更取次、収納業務を委託

金融機関等の利用者からの契約・住所変更取次業務
を委託

引越世帯に対する契約・住所変更取次業務を委託

面接困難なオートロックマンションを中心に、入居説
明会などで契約・住所変更取次業務を委託

ケーブルテレビに加入する衛星放送受信者に対す
る衛星契約の取次および衛星放送受信料の収納取
りまとめを業務委託

株式会社
営業活動に関わる問合せ電話対応業務・契約収納情
報の処理業務等を委託

株式会社等

ＢＳデジタル受信機器購入者に対する衛星契約変
更の取次業務を委託

特殊法人
・契約収納業務全般を委託（主に山間部や離島など）
・郵便転送届出等と併せた住所変更取次業務を委託

法
人
委
託
等

個人事業主
契約収納業務全般を委託
・新規契約取次・衛星契約変更取次
・住所変更取次・受信料集金 等

委託取次収納員

形 態内 容委託先

１１



■ 委託業務の費用

ＮＨＫ営業サービス

（子会社）

その他

金融機関等

引越会社

不動産会社

ＣＡＴＶ事業者

電器店・量販店

日本郵政公社

従業員数550名、パート従業員2,000名５７億円

引越会社7社０．５億円

金融機関（全業態）2,101機関、クレジットカード会社８社０．５億円

民間法人８社、委託所2,800ヶ所 等３３億円

不動産会社228社１億円

315施設 （大規模ＣＡＴＶの約45%）３２億円

各都道府県電機商業組合加盟電器店、家電量販店等
約３万店

３億円

委託郵便局数19年度1,829局 受持契約数19年度272万件
（全契約数の7.5%）

１９億円

法
人
委
託
等

19年度5,600人３０５億円委託取次収納員

規 模
費 用

（１９年度予算）
委託先

１２
（特記のないものは１８年度末）



ウ 当該業務を、公共サービス改革法
に基づく官民競争入札、民間競争入札
又は業務の廃止等の対象とすることに
ついての所見および措置の概要

１３



ＮＨＫの受信料収納業務については、イに示したとおり積極

的に外部委託を行っており、さらに、平成１９年度収支予算等

に付する総務大臣意見における指摘も踏まえ、公共サービス

改革法に基づく官民競争入札（市場化テスト）に準じて可能な

限りの外部委託を進めていく考えです。その際、どのような形

で「準じた」ものとするかについては、公共サービス改革法にお

いて「透明かつ公正な競争」（同法第３条）が大きな意義を持つ

ことを踏まえた上で、今後具体的な検討を進めていきます。

公共サービス改革法に基づく官民競争入札等の制度には、

行政機関でないＮＨＫの性格とはなじまない点が少なくありま

せん。同法では、入札の結果当該業務を実施することとなった

事業者（公共サービス実施民間事業者）の秘密保持義務や監

督について規定し、同事業者のこれらの規定への違反を罰則

の対象とするとともに、同事業者の職員等に関してはいわゆる

みなし公務員規定を置いていますが、これは、ＮＨＫが行政機

関ではなく、ＮＨＫの職員が公務員ではないこと等と整合しない

ものと考えます。こうしたことは、制度的な整合性の問題にとど

まらず、仮に同法に基づく官民競争入札を行えばＮＨＫが「官」

と位置付けられ、公共放送機関たるＮＨＫの性格に対する視聴

者・国民の誤解を招きかねません。受信料収納業務を官民競

争入札の対象とすることでかえって受信料収納の妨げとなる

おそれがあると考えます。同法においては、受信料収納業務

に限らず、例えば放送に直接かかわる番組制作業務について

も官民競争入札等の対象とし得ることになっていますが、仮に

これが対象とされた場合にはＮＨＫの番組がみなし公務員に

よって制作されるという事態が生じ得ることからも、ＮＨＫの性

格に対する根本的な疑義を招くことを懸念せざるを得ません。

受信料収納業務が公共サービス改革法に基づく官民競争入

札等の対象となることで実務上のメリットが見込まれるとしても、

上述のようなＮＨＫの性格にかかわる本質的な問題について合

理的な説明がつかない限り、ＮＨＫの業務は同法に基づく官民

競争入札等の適用対象とすべきでないと考えます。今回のヒア

リングでは、同法とＮＨＫの性格との整合性等に関する貴分科

会のご所見をお伺いしたいと存じます。

もとより、ＮＨＫは、「透明かつ公正な競争の下で民間事業者

の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より

良質かつ低廉な公共サービスを実現」（同法第３条）しようとす

る公共サービス改革法の意義自体は理解するものであり、ＮＨ

Ｋの受信料収納業務についても、不断により効果的・効率的な

実施に努めていく必要があると認識しています。ＮＨＫの業務を

官民競争入札制度の対象とすべきではないと考える一方で、

同制度に準じて受信料収納業務の外部委託を自主的に進め

るのは、こうした認識によるものです。この点、情報公開につい

ては、特殊法人情報公開検討委員会における検討の結果、Ｎ

ＨＫは「政府の諸活動としての放送を行わせるために設立させ

た法人ではない」（「特殊法人等の情報公開制度の整備充実に

関する意見」平成１２年７月２７日）と整理され、特殊法人等情

報公開法の対象とはされませんでしたが、ＮＨＫが自主的に情

報公開の制度（不開示とするＮＨＫの判断について「再検討の

求め」を受け付け、第三者機関が審議する仕組みを含む。）を

設け、積極的な情報公開に努めています。また、非研究開発

衛星の調達については、政府の「非研究開発衛星の調達手

続」(平成２年６月１４日)の対象機関とされませんでしたが、自

主的に透明、公開かつ無差別な調達手続（第三者機関が苦情

処理を行う仕組みを含む。）を定めており、ＮＨＫが取得（購入・

借入れ）する放送衛星にこれを適用してきています。
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